
安保関連法の廃止を求める意見書 

 

陸前高田市議会は、平成２６年９月議会において、「集団的自衛権の行使について

国民的な合意と慎重な対応を求める意見書」を採択し、関係機関に意見書を提出した。 

さらには、平成２７年６月議会において、「安保関連法案の廃案を求める意見書」

を採択し、同様に、関係機関に意見書を提出している。 

しかし、安保関連法は、国民への丁寧な説明がないまま、平成２７年９月１９日に、

参議院本会議において、可決・成立した。 

このことは、歴代政権が、これまで憲法第９条の下では許されないとしてきたこと

を、大きく転換するものであり、特にも、上記の法律については、第１８９回国会開

会中の各種世論調査においても、「今国会で成立させるべきでない」、「政府の説明

が不十分」とする意見が多く寄せられ、国民の理解を得たとは言い難いものとなって

いる。 

また、多くの憲法学者からは、集団的自衛権の行使を容認する解釈は憲法違反であ

るとの指摘がなされているところであり、とうてい容認できるものではない。 

以上のことから、この法律が十分な審議を尽くしたうえで成立したとはいえず、政

府には、国民に対し丁寧な説明を求めるとともに、立憲主義を踏まえた国民的な合意

を得る必要があることから、第１８９回国会で成立した安保関連法について、廃止す

ることを求めるものである。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 平成２７年１０月２０日 

                           岩手県陸前高田市議会 


